
 

 

 

 

 

国土交通省の今後の交通安全施策等 
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第９次交通安全基本計画における主な施策（道路交通環境の整備）
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基本戦略 メインターゲット 事業手法・施策ツール

①施策パフォーマンス
の追求
・効率性
・科学性 の向上

・戦略性

②地域や住民の主体性
の重視
・計画参画・実践の
促進
・一定の責任設定
（協力・実践）

A 幹線道路対策

○施策パフォーマンスの高度化

・死傷事故率・地域の実感等による対象区間の明確化

・蓄積した効果データを踏まえた効果の高い対策の立案

・評価の実施と次の対策への反映

○沿道住民の意見の把握・協力要請

B 生活道路対策

○地域住民の主体的な計画参加・実践を基本

・あんしん歩行エリアの設定

・物理的抑制対策、通行規制、速度規制 等

・自動車/自転車/歩行者/公共交通 等のモードの
組み合わせ

○効果分析等の蓄積と反映
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【死傷事故率の推移（国際比較）】

※死傷事故率：車が1億km走る間に起こる死傷事故件数。
出展）IRTAD資料

交通事故の現状①

※ 昭和46年以前は、沖縄県を含まない。
出展） 警察庁資料

昭和 平成

4,914人
(平成21年)

1,190,478人
(平成16年)
過去最多

16,765人
(昭和45年)
過去最多

915,029人
(平成21
年)

死者数

死傷者数

（千） （千）

【交通事故の推移】
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1/2～1/3
の水準
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【幹線道路と生活道路における事故の特徴】

◆幹線道路と生活道路の死傷事故件数及び死傷者数はほぼ半々であり、死者数は全体の２／３が
幹線道路。そのため、幹線道路と生活道路での交通事故対策を両輪とした効果的・効率的な対策
が必要。

◆我が国における歩行者・自転車の死者数は欧米と比べ突出しており、歩行者や自転車の安全対策
に積極的に取り組んでいく必要。

交通事故の現状②

道路延長：平成21年4月1日現在

事故件数・死傷者数：平成20年
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【世界の状態別死者数の比較（平成20年）】

約２～３倍

出展）IRTAD資料

出展）国土交通省資料・
警察庁資料を基に作成



◆全国の国道・都道府県道を約７１万区間に分割すると、全体の２割の区間に約７割の死傷事故が集中

◆同一の路線でも区間毎に死傷事故率は異なり、データに基づく対策箇所の選定が重要

【全国（国道・都道府県）の死傷事故率】

（件/億台km)
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全国（国道・都道府県道）　死傷事故率

事故の発生していない区間：５０％

要対策区間：約15万区間
（全体の２２％の区間に死傷事故の７１％が集中）

※全国の国道・都道府県道約18万kmにおける４年間（H15～18）の平均事故データから作成
全体：約71万区間

全体の２１％の区間に
死傷事故の７１％が集中

※線の高さは死傷事故率の高さを表示

地図上の実線は一般国道及び都道府県道を示す

【事故発生状況（千葉県の例）】

※全国の国道・度道府県道約18万kmにおける4年間（H16～H19）の平均事故データから作成

成果を上げるマネジメント（幹線道路対策）①
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○交通安全上の
課題の明確化

○地整管内の要対策区間リストの公表

＜緊急性＞事故データ、地域の要望
＜妥当性＞他事業の実施状況

対策のフィージビリティ

○新規着手検討

路線名 箇所名(交差点名)

国道○号 ○○交差点

国道□号 □□～■■

： ：

≪要対策区間リスト≫

・第三者委員会
（学識経験者等）
・地方公共団体
・アンケート調査等

○事故発生要因の分析・対策立案

意見

対策に着手 完了後の効果測定・分析

対
策
の
有
効
性

を
確
認

反映

≪過去の対策で得られた削減効果≫

【類型別事故発生状況】
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更に改善

【迎町交差点】

※平成22年中に作成予定

(H17～H20)

・線形見直し（急カーブの改善）、
視距の確保
・減速路面表示(走行速度の抑制)
・カラー滑り止め舗装、注意看板等

迎町交差点
死傷事故率＝１34件/億台km
九州平均の約１．5倍

事故
類型

対策
工種

事故削
減率

追突 線形
改良

７０％
減

右折時 右折導
流標示
等

１０％
減

・・・ ・・・

〈過去の大型車の事故〉

・平成7年 大型車が店舗に衝突

・平成11年 大型車に積荷のクレーン

のアームが民家に接触

・平成15年 大型トレーラーが店舗に激突

・平成21年 大型トレーラーが横転し、

反対車線の車７台を巻き込む

・平成22年 大型トレーラーが横転

4,116区間（約31%)

事故率100以上
事故率100未満

(H17～H20)

成果を上げるマネジメント（幹線道路対策）②

5

［対策イメージ］

追突事故

追突事故

大型車横転事故

大型車横転事故・

急カーブに減速しないまま進入する
大型車が横転

急カーブの手前で急ブレーキ
をかける車両へ後続車が追突



安全・安心な生活空間の確保への取組
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【ワークショップの状況】

＜ 対策効果＞

対策実施エリア

狭さく

交差点ハンプ

路面表示（注意喚起）

交差点カラー舗装

【凡例】
交差点ハンプ
路面表示（注意喚起）
交差点カラー舗装
狭さく
通過交通の主な経路

死傷事故発生件数の推
移

（自転車・歩行者関連事故）

これまで
◆歩行者・自転車の事故件数が多いエリアを「あんしん歩行エリア」として指定（H15：796ヶ所,H20：582ヶ所）し、
人優先の観点から通過交通や車両速度の抑制等の対策を実施しているところ。

今後

◆鎌ヶ谷市を例とする効果的な取組を他の箇所に展開することを目指す。

※鎌ヶ谷市では、地域住民、学識経験者、行政が連携。ワークショップ等を通じて合意形成を図りつつ対策を実施。

そのため、

◆地域住民・学識経験者・行政が連携し、効率的・効果的な対策が実施されるように取り組む。

約4割減
件



自転車走行環境整備による歩行者・自転車の安全確保

◆自転車対歩行者の事故が10年間で約4.5倍
◆歩行者と分離された自転車走行空間は全国で約2,900km（平成21年4月時点）
◆平成20年に全国98箇所のモデル地区を指定し、歩行者・自転車・自動車が分離された走行空間を整備
◆今後とも、歩行者、自転車の交通事故削減に向け、自転車利用環境の整備を推進

・全国98地区指定
（警察庁と共同、平成20年1月）

・概ね2年間で整備

・自転車道、自転車レーン等の
整備

東京都三鷹市（自転車道） 兵庫県尼崎市（自転車レーン）

○自転車通行環境整備モデル地区

○自転車走行空間の整備状況

うち自動車から分離された自転車走行空間 約81,000km （約6.8%）

全国の道路 約120万km （100%）

［出典：国土交通省資料、警察庁資料］

約78,000km（約6.5%）約78,000km（約6.5%）約2,900km （約0.2%）約2,900km （約0.2%）

整備例）

自転車道自転車道

歩行者と分離歩行者と分離

自転車レーン自転車レーン 自転車歩行者道自転車歩行者道

整備例）

※延長は道路延長、平成21年4月1日現在

徳島県徳島市
（自転車歩行者道上の
自転車通行部分の指定） 7

[出典：警察庁資料]

○事故件数の推移
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